
 

 

新型コロナウイルス感染症が５類になり、インフルエンザと同じような対応になりました。 

これまで、新型コロナウイルス感染症は、治癒した際に証明書等の提出は不要でしたが、今後は

インフルエンザ同様、保護者の方が記入する「罹患報告書」を学校へご提出ください。 

※新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ以外の学校感染症については、 

今までどおり医師が作成する治癒証明書が必要です。 

 

新型コロナウイルス感染症・インフルエンザは… 

本人が罹患した場合「出席停止」になります。出席停止期間は欠席扱いにはなりません。ゆっくり、

しっかり治してから登校してください。（※学校へ連絡がないと「出席停止」にはなりません） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               【罹患報告書】        【体温チェック表】 

おうちの方へ 

～病院で新型コロナウイルス感染症やインフルエンザと診断されたら～ 
 

① 新型コロナウイルス感染症やインフルエンザと診断されたことを学校に連絡してください。 

(体温、症状、発症日、インフルエンザの場合は型などをお伝えください。)  

② 紙の用紙でお渡しする「罹患報告書」に記入してください。 

荘内小学校のホームページからダウンロードも可能です。 

③ 出席停止期間を満たすまで療養してください。 

 新型コロナウイルス感染症：「発症後５日を経過し、かつ、症状が軽快して後１日を経過 

するまで」 

 インフルエンザ：「発症後５日を経過し、かつ、解熱後２日を経過するまで」 

④ 登校を再開する日には、必ず「罹患報告書」を学校に提出してください。 

 

記入例を参考に記入し、 

登校時には提出してください 

出席停止期間確認のため、ご活用ください。

学校に提出する必要はありません 

 

それぞれの出席

停止期間の基準

は、ここをご覧

ください 



発症した日や軽快・解熱した日の次の日を１日目として数えます。下の表を参考にしてください。 

 

例）新型コロナウイルス感染症の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

例）インフルエンザの場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発症日

０日目 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目
発症後 解熱 １日目 ２日目 登校可能
１日目に

解熱した
場合
発症後 解熱 １日目 ２日目 登校可能

２日目に
解熱した

場合
発症後 解熱 １日目 ２日目 登校可能
３日目に

解熱した
場合
発症後 解熱 １日目 ２日目 登校可能

４日目に
解熱した
場合

発症後 解熱 １日目 ２日目 登校可能
５日目に

解熱した
場合

例
発症後５日間 発症後５日を経過


